
２福保高介第１６７２号 

令和３年１月２６日 

 

都内介護支援専門員各位 

 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長  

（公印省略）  

 

介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び 

期間の延長について（通知） 

 

 

平素より東京都における介護保険事業の円滑な運営に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員及び主任介護支援専門員（以下、「介護

支援専門員等」という。）の資格の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介

護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置について（通知）」（令和２年５月

２８日付２福保高介第４０２号）及び、「介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格の特

例措置対象者の拡充及び資格の更新手続きについて（通知）」（令和２年９月８日付２福保高

介第９０４号）により、特例措置を講じる取扱いとしているところです。 

 このたび、特例措置対象者及び特例措置として資格を喪失しない取扱いとする期間につ

いて、下記のとおり取扱いを変更いたしますので通知します。 

 

記 

 

１ 特例措置の対象者 

  【新（下線部を拡充）】 

  登録地が東京都である介護支援専門員のうち、令和２年２月２５日から令和５年３月

３１日までに介護支援専門員証の有効期間が満了する者。（令和２年５月２８日以降に登

録地を東京都へ移転した介護支援専門員を含む。） 

  ※登録移転の手続は、現在の介護支援専門員証の有効期間内、又は現在登録している道

府県の取扱いにより資格を喪失しないとされている期間内に申請してください。 

  【旧】 

登録地が東京都である介護支援専門員のうち、令和２年２月２５日から令和４年３月

３１日までに介護支援専門員証の有効期間が満了する者。（令和２年５月２８日以降に登

録地を東京都へ移転した介護支援専門員を含む。） 

 



２ 特例措置として資格を喪失しない取扱いとする期間 

（１）期間の延長 

  【新（下線部を延長）】 

現在の介護支援専門員等の有効期間満了日の翌日から３年間は資格を喪失しない取扱

いとします。 

また、主任介護支援専門員については、介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方に

ついて、それぞれの有効期間満了日の翌日から３年間は資格を喪失しない取扱いとしま

す。 

【旧】 

現在の介護支援専門員等の有効期間満了日の翌日から２年間は資格を喪失しない取扱

いとします。 

また、主任介護支援専門員については、介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方に

ついて、それぞれの有効期間満了日の翌日から２年間は資格を喪失しない取扱いとしま

す。 

 

（２）留意点（変更なし） 

資格を喪失しない取扱いとした期間内に、更新に必要な研修（※）を受講し修了しない

場合、資格を喪失しない取扱いは無効になり、当初の有効期間満了日以降については、遡

及して資格が失効することとなります。 

また、資格を喪失しない取扱いとする期間については、新型コロナウイルス感染症の影

響等により、再度延長する可能性もございます。その場合、別途通知いたします。 

（※）「更新に必要な研修」とは、個人により異なりますが、更新研修、現任研修（専

門研修課程Ⅰ及びⅡ）、主任介護支援専門員更新研修のうち、いずれかまたは複

数の研修を指します。 

【担当】 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 

ケアマネジメント支援担当 小池・榊原 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

電話：03-5320-4279(直通) FAX：03-5388-1395 



別紙   

(1)登録番号 １３００００００

(2)氏名 東京　太郎

(3)生年月日 昭和○○年○月○日

(4)交付年月日 令和○年○月○日

(5)有効期間満了日 令和○○年○月○日

　　上記の者は介護支援専門員であることを証明する。

東京都知事 ○○　○○

介 護 支 援 専 門 員 証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都登録の介護支援専門員の皆様へ 

介護支援専門員・主任介護支援専門員の資格を 

喪失しない取扱いといたします。（特例措置・令和３年１月現在） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況及び介護支援専門員法定研修等の実

施状況を鑑み、介護支援専門員・主任介護支援専門員について、資格を喪失しな

い取扱いとしています。 

 

〇 対象者 

東京都登録の介護支援専門員で、有効期間満了日が 

令和２年(平成３２年)２月２５日～令和５年（平成３５年）３月３１日の方。 

 

〇 有効期間の取扱い 

本来の有効期間満了日の翌日から３年間は資格を喪失しない取扱いとします。 

 

※ 介護支援専門員証等を提示する際は、本紙を併せて提示してください。 

 

令和３年１月２６日 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 

＜介護支援専門員証での確認①＞ 

（５）有効期間満了日が 

令和２年(平成３２年)２月２５日～ 

令和５年（平成３５年）３月３１日 

の方が、本特例措置の対象です。 

＜介護支援専門員証での確認②＞ 

東京都以外の登録の方の取扱いについては、

登録先道府県にお問合せください。 


